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（別紙）

農林水産省木材利用拡大行動計画の各目標等の達成にむけた実施状況

（１６年度実績）

１ 公共土木工事における実施状況

＜安全柵、手すり等の柵工＞

【目標：木製の割合１００％】

部局 事業名 １６年度実施状況

農村振興局 農業農村整備事業 １００％

海岸環境整備事業

生産局 農業農村整備事業 １００％

のうち畜産公共事業

林野庁 森林整備事業 １００％

治山事業

水産庁 水産基盤整備事業 １００％

海岸環境整備事業

合 計 １００％

※ 関係法令、構造、設置箇所、コスト等の制約を受けるものを除く。

＜森林整備事業・治山事業＞

【目標：事業における木材の使用量（ｍ ／億円）を現状の２倍程度】3

部局 事業名 １６年度実施状況

林野庁 森林整備事業 ２．１倍

治山事業
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２ 補助事業対象施設における実施状況

【目標：木造率１００％】

部局 事業名 重点施設の種類 １６年度

実施状況

経営局 経営構造対策事業 農林漁業体験施設 １００％

ｱｸﾞﾘ･ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ支援事業 産地形成促進施設

販路開拓緊急対策事業 地域食材供給施設

総合交流拠点施設

農村振興局 新山村振興等農林漁業特 農林水産物直売・食材供給施設 １００％

別対策事業 木材利活用促進施設

地域資源活用起業化施設

地域資源活用総合交流促進施設

体験農園施設のうち宿泊施設

子供等自然環境知識習得施設

生産局 畜産経営活性化事業 家畜飼養管理施設 １００％

（概ね５００ｍ 以下の施設）2

林野庁 林業・木材産業構造改革 木材処理加工施設 １００％

事業 地域産物加工販売施設

林産物展示販売施設

教養文化施設

山村体験交流施設

特用林産物加工流通施設

森林バイオマス再利用促進施設

需要拡大促進施設

林業総合センター等

水産庁 漁業経営構造改善事業 漁業用作業保管施設 １００％

漁港高度利用促進対策事 休憩施設

業、新漁村コミュニティ

基盤整備事業

合 計 １００％

※ 関係法令、構造、設置箇所、コスト等の制約を受けるものを除く。

。非木造施設においても内装に木材の使用を推進：内装の木材使用量１９８ｍ3

漁港高度利用促進対策事業は、平成１５年度までは漁港漁村活性化対策事業として実施。
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３ 農林水産省及び関係機関の対象施設及び対象物品における実施状況

① 庁舎の営繕等における木造化、内装木質化の目標

【目標：内装の木質化を推進する 】。

○２施設において延べ面積約1,400ｍ を内装木質化を実施２

（具体例）

・本省庁舎の廊下腰壁及び林野庁事務室の床を木質化
・神戸植物防疫所明石公務員宿舎の床を木質化

【目標：施設の新改築に当たっては、木造化を推進する 】。

○４１施設を木造による新築等を実施

（具体例）

・北海道森林管理局帯広事務所・十勝西部森林管理署合同庁舎等を木造により新築
・独立行政法人水産総合研究センター関連施設を木造により新築
・独立行政法人林木育種センター東北育種場庁舎を木造により新築

② 木製品の導入の目標
【目標：課長・室長以上の事務机は原則として木製とする。来客者の多い部屋を

はじめ、その他の事務机・会議机も木製とするように努める （農林水。

産省本省 】）

○本省課長・室長以上の事務机の木製品化８９％

（天板等一部木材使用を含む）

○本省において、木製の両袖机・片袖机等の事務机・会議机を８４４個導入

【目標： 事務机・会議机・教室の机）木製とするように努める （施設等機関・（ 。

地方出先機関 】）

○農政局や森林管理局、森林技術総合研修所等において、木製の事務机・会議机を７１７

個導入

【目標：業務用茶封筒については、原則として間伐材封筒とする。その他の文具

類についても、間伐材を使用した製品がある場合は、原則としてその使

用に努める 】。

○本省をはじめ、農政局や森林管理局において、間伐材封筒を約１３０万枚導入

○本省をはじめ、森林技術総合研修所、農政局及び森林管理局において、間伐材フラット

ファイルを約４万７千枚導入

○食料･農業･農村白書、森林・林業白書、水産白書等の製本に当たり間伐材印刷用紙を使

用

○本省の正面玄関に木製プランターカバーを設置



- -6

４ モデル的な取組の実施状況

①本省内廊下の腰壁の木質化工事を行う。

②林野庁事務室・会議室の出入口ドアを原則木質化する。

【部局：大臣官房】

＜実施状況＞

本省内１階及び７階の廊下に腰壁を設置した （１階：ヒノキ間伐材を使った集。

成材５５６ｍ 、７階：スギ間伐材を使った無垢材５３８ｍ ）２ ２

、 、 、重点施設においては 構造上の制約等から やむを得ず非木造施設とした場合でも

壁面・フローリング等の内装に木材を使用する。

【部局：経営局、事業名：経営構造対策事業】

＜実施状況＞

経営構造対策事業等で整備した非木

造施設においては、平成１５年度に

３３棟で１２８ｍ 、平成１６年度に３

１１棟で１０８ｍ の木材を内装に使３

用した。

（産地形成促進施設(農産物直売所)の

内装に木材を使用（大分県竹田市 ））
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コンクリートよう壁の施工にあたり、間伐材を利用した木製型枠（残置式）を利用

する。

【部局：林野庁、事業名：森林整備事業】

＜実施状況＞

景観に配慮が必要な箇所について、路

側擁壁と土羽台擁壁の壁面に木製型枠 残（

置式）を施工した。

（重力式擁壁に間伐材を８１ｍ 使用（３

栃木県 ））

間伐材を耐久性のある鋼製やコンクリート製の魚礁と組み合わせて利用する。

【部局：水産庁、事業名：水産基盤整備事業】

＜実施状況＞

山口県において、既存の鋼製魚礁と組み

合わせて木材を１５６ｍ 使用３
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５ 木材の安定供給のための取組の実施状況

【項目：需要サイドのニーズに対応した供給体制の整備】

＜具体的取組＞

大口の需要者への円滑な地域材供給を図るため、木材業者の連携等による乾燥材、

針葉樹合板、集成材、丸棒製品等の安定供給を促進する。

＜実施状況＞

平成１６年度から、これまで利用が低位であった曲り材や間伐材をとりまとめ、

大規模需要者のニーズに応えて集成材や合板を低コストで安定的に供給する広域な

流通・加工システムのモデル的な整備を実施。

また、乾燥材については、引き続き乾燥施設の導入や製品情報の整備等を図ると

ともに、間伐材を有効に活用するための丸棒加工施設の整備を実施。

＜具体的取組＞

木材製品の規格化の推進等により木材の調達の容易化を図る。

＜実施状況＞

木材の流通の合理化等の観点から素材のＪＡＳ規格の見直しの検討並びに品質・

性能の明確な木材製品を安定的に供給するためのマニュアルの作成及びその普及を

実施。

【項目：木材利用に係る技術開発】

＜具体的取組＞

木材の多方面での利用を可能とするため、防耐火性能の高い木材の開発、木製の道

路施設（例：木製ガードレールや遮音壁）に用いる資材の性能確保等のための技術

開発を促進する。

＜実施状況＞

スギ圧密ラミナを使用した建築用大断面構造用集成材の開発、鋼材と集成材を複

合させた耐火木質材料の開発等を実施。
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【項目：木造化等に関する情報の提供】

＜具体的取組＞

全国各地の木製土木施設及び木製土木資材（型枠用針葉樹合板、木製標識等）に関

する情報を収集し、的確に提供する。

＜実施状況＞

森林土木木製構造物に関する指針、標準歩掛・暫定歩掛等を掲載した「森林土木

木製構造物施工マニュアル」を発行。

【項目：木材利用拡大に関する具体的な説明の実施】

＜具体的取組＞

関係部局の土木工事の担当者等を対象とした、木材を利用する設計、施工に係る実

践的、実務的な講習会の開催等を行う。

＜実施状況＞

森林土木木製構造物に関する指針、標準歩掛・暫定施工歩掛等についての説明会

を開催。

＜具体的取組＞

森林管理局及び森林管理署が、地方農政局等の農林水産省の地方出先機関や関係機

関に対し、木材の調達方法等木材利用拡大に関する具体的な説明を行う。

＜実施状況＞

各森林管理署の署長、流域管理調整官、各森林管理局の部課長が主体となって、

地方農政局や国道工事事務所、建設事務所等国の機関に対し、これらが構成員とな

っている各種会議や協議会、意見交換会等の機会に木材利用拡大に関する具体的な

説明や協力要請を実施。

＜具体的取組＞

森林管理局及び森林管理署が、必要に応じて地方段階の都道府県の担当者会議等の

場において、都道府県の林務担当部局と連携・協力し、木材の調達方法等木材利用

拡大に関する具体的な説明を行う。

＜実施状況＞

各森林管理署の署長、流域管理調整官、各森林管理局の部課長が主体となって、

都道府県及びその出先機関、市町村、自治体議員、森林組合等の関係機関に対し、

各種会議や協議会、意見交換会等の機会に木材利用拡大に関する具体的な説明や協

力要請を実施。
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